
 

議案第３９号 

八幡浜市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 標記条例を次のように制定する。 

令和８年６月８日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

八幡浜市水道事業給水条例（平成１７年条例第１９７号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定中太枠で囲まれた部分を同表の改正後の欄に

掲げる規定に太枠で囲まれた部分で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

改正後 改正前 

  

別表第１ 別表第１ 

水道料金 水道料金 

用途 口径 基本料金 基本水量 超過水量 超過料金 

（１m３に

つき） 

一般用 １３mm １，３４０円 ８m３ ８m３を超え

２０m３まで 

１７９円 

２０mm １，４６０円 

２５mm ２，８００円 

  ２０m３を超

え５０m３ま

で 

２３５円 

４０mm ５，６００円 

５０mm ８，４００円 

７５mm １１，２００円 ５０m３を超

えるもの 

３１７円 

１００mm ２２，４００円 

１００mmを

超えるもの 

管理者が別に定

める額 

湯屋用 ― １５，６８０円 １５０m３ １５０m３を

超えるもの 

１５７円 

 

用途 口径 基本料金 基本水量 超過水量 超過料金 

（１m３に

つき） 

一般用 １３mm １，２００円 ８m３ ８m３を超え

２０m３まで 

１６０円 

２０mm １，３００円 

２５mm ２，５００円 

３０mm ３，０００円 ２０m３を超

え５０m３ま

で 

２１０円 

４０mm ５，０００円 

５０mm ７，５００円 

７５mm １０，０００円 ５０m３を超

えるもの 

２８３円 

１００mm ２０，０００円 

１００mmを

超えるもの 

管理者が別に定

める額 

湯屋用 ― １４，０００円 １５０m３ １５０m３を

超えるもの 

１５７円 

 

  

 

 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の八幡浜市水道事業給水条例別表第１の規定は、令和

８年１２月分の水道料金から適用し、同年１１月分までの水道料金については、

なお従前の例による。 

 

提案理由 

適正かつ持続可能な上水道事業の維持に向けて、水道料金を改めるため。 

  



 

 

 

 


